
第四期環境基本計画（中間まとめ）に対する意見と対応等 

 

（1）パブリックコメント実施概要 

募集期間 平成 27年７月１日（水）～14（火） 

提出者数 ５人（郵送１人、電子メール４人） 

意見件数 16件 

（２）市民からのご意見と対応等 

№. 市民からのご意見 計画への対応等 

１ 

 

第四期武蔵野市環境基本計画の中間ま

とめはよくできている。エネルギーの地

産地消には賛成です。地産に、床発電、

下水汚泥や生ごみのバイオマス発電など

も計画に入れたらどうでしょうか。 

市内で導入可能な創エネについては、

平成 24年に学識経験者、エネルギー事業

者、公募市民等が構成メンバーとなった

「新たなエネルギー活用検討委員会」に

おいて検討を行った経緯があり、その中

では、太陽光発電、太陽熱利用、廃棄物

（ごみ）発電、温度差・地中熱利用が有

効であるとされています。 

ご意見にある廃棄物（ごみ）発電につ

いては、平成 29年度稼働予定の新クリー

ンセンターにおいて実施し、周辺公共施

設（本庁舎、総合体育館、緑町コミュニ

ティセンター）へ電気と蒸気を供給する

予定です。 

なお、再生可能エネルギー技術は日進

月歩で発展していますので、今後とも、

市域での導入可能性等について研究を進

めます。 

省エネには、エネルギー消費量の「見

える化」が不可欠です。公共施設でのエ

ネルギー消費量の「見える化」を早急に

推進する計画も必要かと思います。武蔵

野市全体のエネルギー消費がリアルタイ

ムに見えるようになれば、もっと省エネ

が進むように思います。 

エネルギー消費量の見える化は、省エ

ネ及びエネルギーの効率的な利用に有効

だと考えています。 

公共施設においてもエネルギーの見え

る化に取り組んできており、平成 26年度

には中央図書館においてＢＥＭＳを導入

し、時間毎のエネルギーの見える化を図

っています。また、現在、市ＨＰにおい

て、市内公共施設の月ごとの電気・ガス

の総使用量について前年度比較ができる

よう見える化を実施し、省エネ等に努め

ています。 

今後とも、公共施設においては、ＢＥ

ＭＳの導入に合わせたエネルギーの見え

る化を図り、省エネ、エネルギーの効率

的な利用に努めます。 

なお、市全体のエネルギー消費の見え

る化を図る場合は、エネルギー使用者や

供給事業者との連携・協力等が必要とな

りますので、今後も研究していきます。 

＜資料１＞ 

平成 27 年８月 25 日 

環境市民会議資料 

環境部環境政策課 
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２ 高層建築物が林立することにより、そ

の北側や東北側の住宅地は日照が阻害さ

れ、住環境は悪化しつつある。また、エ

ネルギーの地産地消を掲げているが、こ

のため住宅に於ける太陽光発電などの太

陽エネルギー利用が阻害されることにな

る。まちづくり計画においてなだらかな

スカイラインを構築するための都市計画

の再考を望む。 

家庭での省エネを謳っているが、実は、

高層建築物は水道のポンプアップ、高速

エレベータ、終夜灯などエネルギー多消

費建築物であるから高さを現在のものよ

り低く規制すべきである。また、広い壁

面の太陽熱吸収・放散、自然風の閉塞な

ど環境を大幅に変えてしまう。 

 よって、環境基本計画の施策において

はこれらを考慮した方策を検討して頂き

たい。 

 以上は武蔵境１丁目住民連絡会の集会

において討議されたものを集約したもの

である。 

市域の全家屋・建築物の屋根に太陽光

発電システムを設置したとしても、生み

出すことができる電力は市域の全電力消

費量の約２割であるという試算がありま

す。また、建物所有者の権利や事情等に

より、それらを無視した行き過ぎた建築

物の規制や、全家屋に太陽光発電を設置

する等エネルギーの地産化を義務化して

いくことも事実上不可能です。 

そのため、創エネだけでなく、省エネ、

エネルギーの効率的な利用を図るととも

に、緑、雨水浸透、遮熱性舗装等まちづ

くり施策とも連携を図りながら、市域の

総エネルギー消費量を抑制する施策を展

開しています。 

一方、都市計画施策としては、良好な

住環境の保全等を目的に、敷地の最低限

度や高さ制限等の施策を展開してきてお

り、全市的な取組として一定の評価をい

ただいています。地域特性に合わせたよ

りきめ細かい規制等をお考えであれば、

地区計画等の制度を活用していくことと

なります。 

今後とも、まちづくり施策等様々な施

策と連携しながら、環境施策を推進し、

市内の環境保全等に努めます。 
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３ p3「スマート」の文言について 

 エコシティからスマートシティに変更

されたことはエネルギー活用の方法な

ど、現代に沿った言葉で表されていて支

持している。 

 もしかすると、世代によればスマート

＝痩せた・スリムなど感じる方がいらっ

しゃるかもしれないので、「スマート（賢

い）」や補足する文言などが小さい表記で

構わないので摘要として追記されていて

もよいかと思いました。 

「エコシティ」は第二期環境基本計画か

ら使用してきた言葉です。本計画では、

市民会議や庁内での議論を重ね、これま

での考え方を受け継ぎつつも、本市らし

い環境都市を主体的に創り出していく姿

を「スマートシティ」とし、新たに環境

像としました。 

 今後とも、本市の目指す「スマートシ

ティ」について理解いただけるよう、説

明に努めます。 

p24(3)ごみ・資源の循環利用の推進につ

いて 

資源の再利用という点でシルバー人材

センターの活動が思い浮かびました。自

転車などきれいにレストアしてくださ

り、また乗ることができた経験がありま

す。武蔵野市の素晴らしいエコ活動と思

います。 

市では、循環型社会の形成を目指し、

３Ｒ（リユース、リデュース、リサイク

ル）を進めてきています。 

今後とも、市民・事業者・行政（市）

の連携により、ごみ・資源の循環利用を

推進していきます。 

p17打ち水の実施について 

アンケート結果をみて打ち水がよいこ

となのか疑問に感じている市民が多いの

ではと思いました。武蔵野市の打ち水の

日を決めたり、効果がどの程度あり、ど

の程度だったら、水の無駄にならないか

を市民にもっと発信していくことが必要 

だと思いました。 

環境に関する啓発や分かりやすい情報

提供は、市民の意識や環境行動の向上の

ためには必要不可欠であると考えていま

す。 

そのため、今後はさらに、その内容を

現象面にとどまることなく根源まで遡っ

たものや、その関係性を明確にするよう

なものにしていきます。 

なお、打ち水については、全国レベル

で広く広報活動が行われており、本市の

公共施設においても国が定める水の週間

に合わせ、平成 16年度から継続的に実施

し、今年度も 7月 31日、８月１日に実施

しました。 

４ 
p11(2)自然環境について 

緑被率25.3％のデータは情報が古いの

ではないか。 

緑被率調査は、昭和 47年から概ね５年

毎に行っており、平成 22年度が最新デー

タです。次回調査は平成 28年度に実施予

定です。 

p13(4)都市の環境について 

 三鷹駅を中心とした中央地域について

再開発を実施する際には、環境への影響

を公表すべきである。 

都内での一定規模以上の開発について

は、都の環境影響評価の条例（環境アセ

ス）により、その開発が環境に与える影

響や範囲またその対策について、事前に

予測・評価・公表することが定められて

います。 

また、市では、三鷹駅周辺の開発のみ

ならず、一定規模以上の開発計画につい

ては、まちづくり条例に基づき開発計画

等を近隣住民へ公表し、意見聴取するこ

とが義務付けられており、事業計画につ

いて市民へ公表や説明をする仕組みと 
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４  なっています。また、まちづくり条例の

協議事項の中で、環境配慮項目も定めて

おり、事業者と市が環境について協議し、

その内容を公表する仕組みもあります。 

p19環境方針４施策の展開(1)の表題につ

いて 

 市民・事業者との連携による緑化の推

進に行政（市）を加えるべきではないか。 

本市の緑は民有地約６割、公有地約４

割の構成です。民有地の緑は開発計画や

個人の事情等で無くなる場合もあり、市

民の大切な財産として残していくために

は行政（市）と市民・事業者との連携に

より継続的に守り育てていくことが重要

だと考えています。ご意見を踏まえ、記

載内容について検討します。 

p21環境方針１について 

 市内の自然環境をテーマとした市民参

加型スタンプラリーなどを実施するのは

どうか。 

今後も効果的な啓発事業実施のため、

事業の見直し・再編等の工夫を行います。 

いただいたご意見も参考にさせていた

だきます。 

p26環境方針４について 

 市民・事業者との連携による緑化の推

進において、「多様な主体との連携」とあ

るが、多様な主体とは何なのか。 

多様な主体とは、緑・水に関わる様々

な市民・市民団体・事業者・行政（市）・

関係機関等を想定しています。 

p27環境方針４について 

 市内の緑の状況のデータについて、調

査期間を短くできないか。また、年度毎

の集計はできないか。 

 

 

 

 

 

 

市内の緑の状況として記載している緑

被率調査、公有地・民有地の緑の面積の

推移、町別の緑被率については、昭和 47

年から概ね５年毎（概ね 10年計画である

「緑の基本計画」の進行に合わせて中間

年と最終年に実施）に行っており、次回

調査は平成 28年度に実施予定です。 

年度毎の調査・集計は費用等の関係も

あり実施していません。今後も現状では

実施の予定はありませんが、いただいた

ご意見は参考にさせていただきます。 
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５ p８②事業者の役割について 

「事業者は、環境に配慮した経営等を心

がけます」との記載内容ですが、市全体

のエネルギー消費約４割を占める業務 

部門（事業者）においても、エネルギー

の消費（省エネ）について市民の役割と

同様に具体的な役割を示すべきではない

かと考えます。 

事業者が行う省エネの取組については、

企業経営と密接に関係することから、本

文では「環境に配慮した経営等」と記載

しています。この「経営等」には、省エ

ネの取り組みについても含まれています

が、ご意見を踏まえ、記載内容について

検討します。 

p22環境方針２(1)新しいエネルギーへの

対応について 

「従来からの太陽光利用に加えて、太

陽熱利用、温度差利用等の未利用エネル

ギーの導入や普及促進を図ります」との

記載内容を p４重点項目２「エネルギー

の地産地消都市を創造」のパートと同様

に、「温度差利用・熱利用等の未利用エネ

ルギーの導入や普及促進を図ります」と

いった記載内容に統一した方が整合が取

れます。 

また、「市民の供給事業者の選択を助ける

情報提供等を図ります」とあるが、どの

ような観点からの情報提供なのか（経済

性、環境性、供給安定性、安全性など）。 

ご指摘の記載内容については、統一が

取れるように変更いたします。 

 市民への情報提供の観点については、

多様化することが想定される供給事業者

を選択するため、サービス・経済性等の

価値だけでなく、環境性、供給安定性、

安全性等、幅広い視点から情報提供した

いと考えています。 

 また、情報提供の手法については、市

ＨＰ等を予定しておりますが、なるべく

広く広報できるよう工夫します。 

p22 家庭での省エネ・創エネと電力のス

マート化について 

東京ガスでも 2018 年からガスのスマ

ートメーター全戸導入を計画しており、

現在テスト・技術開発を行っている状況

です。 

市域の総エネルギー量の抑制には、電

力に限らず、ガスのスマート化も必要で

あり、その点についての記載を考えてい

ます。 

p22 公共施設における効率的なエネルギ

ー活用について 

「燃料電池車の普及促進や水素ステー

ションの設置等、水素社会に向けた検討

を行います」との記載内容ですが、現在、

国・都を中心に水素社会に向けた取り組

みが行われている中、武蔵野市が考える

水素社会のイメージ・方向性などはどの

ようなものか。 

本市における水素利用については、現

在、住宅向け燃料電池（エネファーム）

の助成事業を実施しています。 

水素社会に向けた取り組みについて

は、国や都が進めていますが、それらの

動向を見据えながら、燃料電池及び燃料

電池車の普及促進、水素ステーションの

誘致等、適切な時期に本市における方向

性を検討します。  


